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滋賀医科大学医学部附属病院の紹介
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【特定機能病院】

（病床数）  ６０３床

（診療報酬請求額）  約２５２億円
（外来患者数） ３１２,５８０人
（入院患者数） １７６,８３２人
（手術件数）  １０,１０７件

※ 病床数は令和5.11.1現在。
 その他は令和4年度実績

滋賀医科大学は令和６年に開学50周年を迎えます！



滋賀医科大学医学部附属病院の理念
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【理念】
信頼と満足を追求する『全人的医療』

【基本方針】
患者さんと共に歩む医療を実践します
信頼・安心・満足を提供する病院を目指します
あたたかい心で質の高い医療を提供します
地域に密着した大学病院を目指します
先進的で高度な医療を推進します
グローバルな視点をもち、人間性豊かで優れた医療人
を育成します
将来にわたって質の高い医療を提供するため、健全で

安定した病院経営を目指します



アジェンダ

• 医師の働き方改革の概要
• 大学病院で働く医師は適応・非適応？
• なぜ市中病院と比して改革が難しいのか

• 滋賀医科大学の現状
• 労働時間の把握
• 宿日直体制
• 連携B水準、勤務管理と時間短縮計画
• 労働と研鑽
• 兼業業務
• 意識改革、健康確保措置
• タスクシフト・シェア

• だれもが働きやすい職場を目指して
• 学内保育所
• 研究者のための支援員配置
• 時短勤務支援（子育て等）

• 今後の課題・対策
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大学病院で働く医師は適応・非適応？
専門業務型裁量労働制と医師の相違点
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専門業務型裁量労働制適用者
（研究者）

変形労働時間制適用者
（医師）

勤務時間
週38.75時間

1日7.75時間労働とみなす
週38.75時間

1週間で38.75時間の勤務

時間外労働時間
基本、時間外労働は発生しない
裁量労働制の対象外の業務に従事した
時間は時間外労働

1日、1週間で
所定労働時間を超えた時間

宿日直業務 不可 可

時間外労働時間の上限
年720時間（休日労働含まない）

月100時間未満／複数月80時間未満

A水準 ： 年960時間
連携B水準： 大学病院年960時間

（兼業含め1,860時間）
※休日労働を含み、兼業時間を通算

医師の働き方改革 対象外 医師の働き方改革 対象



専門業務型裁量労働制とは
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業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆ
だねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定めら
れた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就
かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度。

「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務
(1)新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2)情報処理システムの分析又は設計の業務
(3)新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法の制作のための取材若しくは編集の業務
(4)衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5)放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) コピーライターの業務
(7) システムコンサルタントの業務
(8) インテリアコーディネーターの業務
(9)ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 証券アナリストの業務
(11)金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

(12)学校教育法に規定する大学における教授研究の業務（主として研究に従事するものに限る。）
(13)公認会計士の業務
(14)弁護士の業務
(15)建築士（一級建築士、二級建築士及び木造建築士）の業務
(16)不動産鑑定士の業務
(17)弁理士の業務
(18)税理士の業務
(19)中小企業診断士の業務



専門業務型裁量労働制 ≠ 医師

7出典：AJMC 医師の働き方改革緊急セミナー 資料２



なぜ市中病院と比して改革が難しいのか
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【医師の働き方改革を進めるうえでの課題】

〇 診療・研究・教育

〇 自己研鑽と労働の区分が困難

〇 雇用形態（専門業務型裁量労働制等）複数存在

〇 人事異動

〇 特定機能病院 

〇 兼業（地域医療確保のため）



大学病院が異なる点
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大学病院の役割

教育・研修
医師等の育成のための教育機関
卒後研修の関係施設との連携を含めたプログラムの整備

研究
新しい医療技術の研究・開発を行う研究機関
製薬企業からの委託を受けて医薬品や医療用具の臨床試験

診療
高度の医療を提供する地域の中核的医療機関
地域医療機関との連携

教員（医師）の勤務形態
専門業務型裁量労働制 （研究者）
変形労働時間制 （医師）

医師労働時間短縮計画
の評価

大学病院を評価する医療サーベイヤは大学病院における
管理職（病院長、副病院長等）
（市中病院を評価する医療サーベイヤは日本医師会所属の医師）



医師の働き方改革に関する委員会
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【教職員労務管理検討専門委員会】 12名

委員長 ： 病院長 （学長が指名する理事）
委  員 ： 事務局長

副理事（労務担当）
医学科基礎医学講座及び学内教育研究施設の教員
医学科臨床医学講座及び附属病院の教員
看護学科の教員
労働基準法に定める労働者の過半数を代表する者が推薦した教員
その他委員長が必要と認める者

取 組 ・医師の労働実態調査
・医師の働き方改革対象者の選出
・令和６年度医師労働時間短縮計画の策定
・兼業先への宿日直許可書取得状況調査
・労働と研鑽の考え方について
・面接指導実施マニュアル



滋賀医科大学の現状
医師の働き方改革に係る取組状況①
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●労働時間実態調査

 令和３年11月 ２週間の実態調査を実施

●勤怠管理システム（Dr.JOY）

 令和４年 5月 打刻開始

 令和５年 4月 勤務計画入力開始

【課題】 宿日直体制の継続・見直し
宿日直維持のため勤務形態変更（裁量労働から変形労働へ）

勤務形態変更による研究力低下
医師派遣による地域医療体制を確保

【対策】 教育・研究に関して充実が図れる環境改善の検討
大学病院の勤務医に対して十分な賃金（兼業）確保の検討
兼業先の宿日直許可取得

業務と研鑽の周知により、適正な超過勤務時間申請

労働時間



宿日直体制
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宿日直体制

循環器内科 呼吸器内科 消化器内科 血液内科

糖尿病内分泌・腎臓内科 脳神経内科 小児科（NICU含む） 精神科

皮膚科 消化器・乳腺・小児・一般外科 心臓血管外科 呼吸器外科

整形外科 脳神経外科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 母子・女性診療科

泌尿器科 眼科 麻酔科 放射線科

歯科口腔外科

交替制勤務

集中治療部・救急部

母子・女性診療科 NICU

【令和６年～】
交替制勤務

【現在】



労働時間数短縮目標ライン

•令和17年（2035年）度末目途に地域医療確保暫定
特例水準が解消されるため、Ａ水準である960時間
に向けて段階的な目標値を設定

年度 2024 ・・・ 2027 ・・・ 2030 ・・・ 2033 ・・・ 2035

短縮目標
ライン

年1,560時間の場合 1,560 ・・・ 1,410 ・・・ 1,260 ・・・ 1,110 ・・・ 960
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勤務管理
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【システム（Dr.JOY）利用】

•勤務間インターバルの確保

•代償休息の付与の対象となる医師の把握

•所属長が管理下の労働時間を把握

•医師本人が自身の労働時間を把握

【課題】

•勤務予定の入力が煩雑

•超過勤務、自己研鑽の入力に手間がかかる



ＢＣ水準の指定に係る都道府県・医療機関の
手続の流れ
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2022.4
(R4.4)

評価センターの評価

Ｃ-２水準関連
審査受審

審査結果受領

臨床研修・専門研修プログラム／カリキュラム内へ
時間外労働時間数明示

指定結果
通知

都道府県 
医療審議会
意見聴取

指定公示
評価公表

時短計画案
作成

評価センター

評価受審

評価センター
評価結果受領

Ｃ-２水準

Ｃ-１水準

厚生労働大臣（審査組織）の確認

都
道
府
県

医

療

機

関

指定申請
受付

指定申請
提出

2024.4
(R6.4)

Ｂ水準

 連携Ｂ水準

Ｃ-１水準

Ｃ-２水準

Ｃ水準に関する追加事項

評価センター

評価結果受領

時短計画：医師労働時間短縮計画

評価センター：医療機関勤務環境評価センター

 

都道府県ごとの手続
数ヶ月程度

少なくとも
４ヶ月程度

指定結果

受領

出典：トップマネジメント研修 ❶-1厚生労働省担当官による医師の働き方改革に関する行政説明_BC水準_ver03 P.52



特定労務管理対象機関の指定申請状況
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滋賀県 ７医療機関申請予定

（B水準：６ 連携B水準：１）

● ４月 医療機関勤務環境評価センターへ時間短縮計画提出

● ９月 医療機関勤務環境評価センターから評価結果受領

●１０月 滋賀県へ指定申請

１２月開催 医療審議会、地域医療対策協議会にて審議

【時間短縮計画対象者】

連携Ｂ水準適用

11診療科（66名）



医師の働き方改革に係る取組状況②
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●『労働と研鑽に関する考え方について』を策定

厚生労働省労働基準局長通達「医師の研鑽に係る労働時間に関する考え方
について」（令和元年7月1日付 基発0701第9号）

全国医学部長病院長会議（AJMC）「大学病院医師の労働と研鑽に関する考え
方について」（令和3年12月10日付）に準拠

【課題】 診療科、世代・職位等による認識の違い
研究に関する取り扱い

労働と研鑽

【対策】 「労働と研鑽に関する考え方について」を周知
（学内ポータルサイトに掲載、診療科長等会議等で説明）



労働と研鑽の考え方１
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労働時間とは、
使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示
又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間となる。

研鑽とは、
医療機関等に勤務する医師が、診療等その他本来業務の傍ら、医師
自らの知識の習得や技能の向上を図るために行う学習、研究等をいう。



労働と研鑽の考え方２
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例 示 労働 研鑽

所定労働時間内において、医師が使用者に指示された勤務場所に
おいて学習や研究等を行なう

○

所定労働時間外に、診療等の本来業務と直接の関係性なく、かつ、
上司の明示・黙示の指示によらずに行われる

○

上司の明示・黙示の指示により行われるものである場合、所定労働
時間及び業務内容は問わない

○

上司等から論文作成等を奨励されている等の事情があっても、業務
上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、
自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う

○



労働と研鑽区分一覧（例示）
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本来業務及び本来業務に不可欠な準備・後処理のいずれにも該当しない

上司の明示・黙示の指示によらない自発的行為

原則、勤務時間内に行うべき業務

超過勤務・休日勤務にあたらない業務

超

過

勤

務

に

該

当

し

な

い



医師の働き方改革に係る取組状況③
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【課題】 勤務間インターバルの確保ため、本務に影響を及ぼす可能性
（滋賀県内8.5％が未取得 （3/35 医療機関） ）

【対策】 未取得の医療機関への許可書取得依頼

兼業業務

●兼業依頼状の様式変更

 令和２年 5月 労働基準監督署の許可取得済み欄追加

●兼業先への宿日直許可取得について協力依頼

 令和４年 7月 宿日直を行っている兼業先医療機関へ依頼



兼業依頼状による宿日直許可の確認
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労
働
基
準
監
督
署
の

許
可
欄
を
追
加



兼業先の宿日直許可取得状況
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府県名 医療機関数 取得状況

三重県 １ 取得済 １

滋賀県 ３５
取得済 ３１
申請予定   ３
予定なし １

京都府 ７
取得済 ２
申請予定  ５

大阪府 ６
取得済 ２
申請予定  ３
予定なし １

2023/11/01 現在



医師の働き方改革に係る取組状況④

24

・ 管理者向け労務研修 （受講率100%達成）
・ 教員・医師向け基礎労務研修 （受講率100%達成）
・ 全学フォーラム 働き方改革の対応状況説明（令和4年3月,令和5年3月）

・・・長時間労働となる対象者の洗い出し

【取組】
勤務間インターバルの運用ルール策定
面接指導実施医師の増員

【課題】
代償休息の適切な取得
面接対象医師となる可能性のある医師に対して事前日程調整

【取組】
面接指導実施医師を各診療科から選出 （15名 R5.11.01現在）

意識改革

健康確保措置

・・・適正な労務管理・効果的な研修の実施



医師の働き方改革に係る取組状況⑤
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●役割分担推進専門委員会で計画策定

➝PDCA実施

【取組】 特定看護師の活用と質の保証
令和９年度には50名以上を育成
院内勤務者 35名
研修中 12名

医師事務作業補助者等の増員（40対1➝30対1へ、さらに上位取得へ）

 役割分担のさらなる推進
・特定看護師、看護師、看護補助者
・救急救命士
・薬剤師
・臨床放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士
・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士

タスクシフト・シェア



本学の特定行為研修の特色
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滋賀医科大学では、
2016年に国立大学で初めての「看護師
の特定行為研修」の指定研修機関とし
て指定をうけて以降、
県内外より120名余の修了生を輩出

  大学附属病院での修了生活動の実装
のために業務管理委員会を設置して活
動を支援

2027年度までの第4期中期目標に50
名の修了者を掲げ、受講前支援での研
修促進と病棟集中配置による業務支援
の両輪で推進

こうした取り組みは2023年度の厚生労働省の組織定着化支援事業として結実しています。



特定行為看護師の実装と支援
-即戦力となる実務者の養成-

27

特定行為業務管理委員会 実践さながらの実習

滋賀医科大学模擬患者の会の協力による
医療面接の実施や、医学教育・高度救急
処置シミュレーターを使用した実践さながら
の実習を実施。

研修を修了した特定看護師が院内で実施
する特定行為に関して安全性の確認及び
評価等に関する事項を審議するため設置。

麻酔科には、特定看護師4名を配置。

術中麻酔管理だけでなく、外来の時点から
患者さん・家族に関わり、入院・手術・術後
そして退院まで、一括して関わりを持つこと
で、より安全・安楽に周術期を経過し、地域
への復帰ができるように活動。

麻酔領域の特定看護師タスクシフト・シェアに向けて

ICUに特定看護師の集中配置
医師の数が少ない時間帯を中心に特定
看護師を勤務させ、タスクシフト・シェアで
きる環境を整備。

院内急変に鋭敏に対応できる早期警報
体制においては、特定看護師を中心とし
たCCOTを構築し、院内急変事例に対す
るRRSの機動につなげている。
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【学内保育所「あゆっこ」】
・滋賀医科大学の職員が養育するお子様が対象
・生後57日目（0歳）～小学校就学前（合計40名）
・月曜日～土曜日 7：00～21：00

【女性医師支援のためのスキルズアッププログラム】
・一時的に離職した、又は医療活動等を制限している女性医師の医療現場へ
の速やかな復帰を支援するとともに、女性医師のみならず、受け入れ診療科
の医師においても当該女性医師を指導することでスキルアップを図ります。

【研究者のための支援員配置】
・出産・育児・介護等に直面して研究時間の確保が困難となった研究者に
「研究支援員」 を配置し、研究の継続を支援することにより、本学の研究
者の研究意欲向上を図ることを目的としています。
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【医員（月給制）】
・職業生活と家庭生活（育児・介護等）の両立、又は地域医療の貢献を可能と
するため、変形労働時間制を適用し１週間の労働時間を選択可能としてい
ます。

38時間45分（週５日相当）
31時間 （週４日相当）
23時間15分（週３日相当）

【医員（時間給制）】
・30時間を超えない範囲



（参考）文部科学省

30出典：第77回国立大学病院長会議 P.29
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働き方改革が「表面的な改革」で
終わらないように対処しなければならない

●診療時間の削減に向けた医師一人ひとりの意識改革（厚労省）

2035年にはB水準の解消を見据え、更なる労働時間の縮減
⇒意識改革のため複数回の説明会、及び診療科長とのヒアリングを実施

●教育、研究の時間確保（文科省）

⇒効率的な支援体制（大学院生（TA・RA）、補佐員等）を確保し、教育・研究を強化

●教育・研究・診療の充実を図り、医学・医療の発展を推進
大学病院の魅力の一つとなる最先端で高度な専門的医療を維持
⇒若手医師は専門医、中堅医師は指導医となる教育

●医師の大学病院離れの防止
大学病院は業務多忙なうえ、他の病院に比べて給与水準が低い
⇒働き方改革で労働時間の縮減、及び診療報酬による財政的な支援を要望

●地域医療体制の維持
大学病院は中核的な役割・機能を担うとともに、医師派遣を継続
⇒人員増を行い交替制勤務を適用（産婦人科、小児科）
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